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はじめに 

 

 

 男女共同参画社会の実現を目指して 

 

 

 

近年、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化、価値観やライフスタイルの多様化など、国東市を取り

巻く環境は大きく変化しております。このような中、「第 2 次国東市総合計画」における市の将来像で

ある「悠久の歴史と賑わいの空間で織りなすハイブリッド都市『くにさき』」の実現のためには、あら

ゆる分野において男女が共に対等なパートナーとして、互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成が求められています。 

我が国では、男女共同参画社会の形成は最重要課題の一つとして位置づけられており、平成 27 年 8

月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、平成 27 年 12 月には「第４次男

女共同参画基本計画」が閣議決定されるなど、職場や地域などのあらゆる分野で、女性の活躍がますま

す進むものと思われます。 

国東市では、平成 18 年 3 月 31 日の 4 町合併と同時に「国東市男女共同参画推進条例」を制定しまし

た。翌年には「国東市男女共同参画計画」を策定し、「お互いの人権を尊重し ともに築き支えあう 心

豊かな国東市 ～男女共同参画社会の実現～」を総合目標に諸施策を推進してきました。平成 28 年度

が計画の最終年度であることから、この度、これまでの取り組みを見直し、男女共同参画社会の早期実

現をめざして、「第 2 次国東市男女共同参画計画」を策定しました。これまでの総合目標のもと、「人権

の尊重と男女共同参画に向けた意識改革」、「男女が安心して暮らせる社会づくり」、「男女がともに活躍

できる環境整備」を 3 つの基本目標として諸施策に取り組むとともに、11 の数値目標を設定して、計画

の推進を図ることとしています。 

本計画を実施していくためには、市民一人ひとりが男女共同参画に関心をもっていただき、それぞれ

の分野で力を発揮し、行政と力を合わせて推進していく必要があります。どうか市民の皆様の温かいご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、この計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました国東市男女共同参画審議会の皆様をは

じめ、意識調査を通して貴重なご意見をいただきました市民・事業所の皆様、その他ご意見・ご協力を

いただきました方々に心から感謝申し上げます。 

 

 平成 29 年 3 月 

 

 国東市長  三 河 明 史  
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第 1 章 計画策定にあたって 

1 計画策定の経緯 

我が国においては、平成 11 年 6 月に男女共同参画社会基本法が制定され、少子高齢化の進展、社会

経済情勢の急速な変化に対応していくため、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる、男女共同参画社会※1 の実現を、二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と明示さ

れました。 

国東市においては、性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合う男

女共同参画社会づくりをめざし、国東市の誕生とともに、国東市男女共同参画推進条例（以下「条例」

という。）が定められました。平成 19 年に国東市男女共同参画計画が作られ、男女共同参画社会づくり

の取り組みを行ってきました。 

 しかしながら、「男は仕事、女は家庭」といった言葉で代表される固定的な性別役割分担意識は、依

然として社会に根強く残っています。男女が社会の対等な構成員として、自らの意思に基づき、個性と

能力を十分に発揮できる豊かで活力ある社会を構築するためにも、今後も取り組みを進めなければなり

ません。 

平成 28 年度で、国東市男女共同参画計画が終了するにあたり、第 2 次国東市男女共同参画計画の策

定に向けて、平成 28 年 7 月に市民・事業所を対象にアンケートを実施しました。また、関係各課に対

しヒアリングを実施し、これまでの取り組みの成果と課題を洗い出し、その結果を反映した新たな計画

を国東市男女共同参画審議会に対して、市長から諮問をしました。 

同審議会では、本市の男女共同参画社会の形成に係る現状についての分析や課題の検討を行い、市長

に答申していただきました。 

その後、本計画の素案に対する市民の意見（パブリック・コメント）と、この答申を踏まえて、「第 2

次国東市男女共同参画計画」を策定しました。 

 

 

2 基本的な考え方 

（１）目的 

この計画は、平成 19 年に作られた国東市男女共同参画計画を引き継ぎ、条例第 3 条にある 5 つの基

本理念を基にして性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合う男女共

同参画社会の実現を目的とします。 

 

 

 

 

男女共同参画社会※1 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会。 
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（２）計画の位置付け 

この計画は、条例第 9 条に基づく男女共同参画の推進に関する施策を計画的に実施するための基本的

な計画です。 

同時にこの計画は、男女共同参画社会基本法※2（平成 11 年法律第 78 号）第 14 条第 3 項に規定さ

れている「市町村男女共同参画計画」として位置づけ、「基本目標Ⅱ重点目標 2 あらゆる暴力の根絶」

については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律※3（平成 13 年法律第 31 号）第

2 条の 3 第 3 項に基づく本市における基本計画と位置づけます。また、基本目標Ⅲ「男女がともに活躍

できる環境の整備」については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※4（平成 27 年法律

第 64 号）第 6 条第 2 項に基づく本市における推進計画と位置づけます。 

 

 

 

男女共同参画社会基本法※2 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らか

にするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、公布、施行されました。 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律※3 

配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝DV）に係る通報、相談、保護、自立支援等の

体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としており、平成 19 年に

は保護命令の対象範囲の拡大等を中心とした改正法が施行されました。 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※4 

男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について基本原

則を定め、関係者の責務を明らかにし、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もっ

て男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的として施行されました。 
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3 数値目標 

本市における男女共同参画社会実現に向けた取り組みをより積極的に進めるため、数値目標を設定し

ます。なお、目標値については、市民意識調査の結果や現在の社会状況、今後の見通しなどを考慮し、

設定しています。 

今後も市民・事業所意識調査などの実施により、数値目標の達成度を確認しながら、本市における男

女共同参画社会実現をめざして、施策に取り組んでいきます。 

【男女共同参画の数値目標】 

基本目標Ⅰ 人権尊重と男女共同参画に向けた意識改革 

重点 

目標 
項 目 

過去値 

(平成23年度) 

現状値 

(平成 28 年度末) 

目標値 

(平成 33 年度) 
担当課 

1 

「男は仕事、女は家庭」という考

え方に同感しない人の割合 

(市民意識調査：無回答は除く) 

43.6% 66.9% 75.0% 政策企画課 

2 
男女共同参画に係る研修会や講

演会等の参加者数(のべ人数) 
264 人／年 300 人／年 500 人／年 政策企画課 

 

基本目標Ⅱ 男女が安心して暮らせる社会づくり 

重点 

目標 
項 目 

過去値 

(平成 23 年度) 

現状値 

(平成 28 年度末) 

目標値 

(平成３３年度) 
担当課 

1 子宮頸がん検診受診率 17.7％ 27.4％ 50.0％ 医療保健課 

1 乳がん検診受診率 28.1％ 25.0％ 50.0％ 医療保健課 

2 

DV 被害を受けた人のうち相

談した人の割合 

(市民意識調査：無回答を除く) 

15.4％ 20.3％ 30.0％ 
福祉課 

政策企画課 

 

基本目標Ⅲ 男女がともに活躍できる環境整備 

重点

目標 
項 目 

過去値 

(平成 23 年度) 

現状値 

(平成 28 年度末) 

目標値 

（平成 33 年度） 
担当課 

1 
女性委員の市の審議会等への

登用(地方自治法 202 条の 3） 
33.3% 42.5% 60.0% 政策企画課 

2 
市役所男性職員の 

育休取得者割合数 
 

2.2% 

45 人中１人取得 

（5 か年累計） 

5.0% 総務課 

2 
市内事業所男性職員の 

育休取得割合 
 

1.4% 

360 人中 5 人取得 

（5 か年累計） 

5.0% 政策企画課 

4 新規就農者数（うち女性）  
5 人 

（うち女性 1 人） 

20 人 

（うち女性 5人） 

（5 か年累計） 

農政課 

5 
起業家向けのセミナー等の 

開催回数 
 10 回 

25 回 

（5 か年累計） 
活力創生課 

5 起業件数  11 件 
25 件 

（5 か年累計） 
活力創生課 
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第 2 章 第 2 次男女共同参画計画の概要 

１ 基本理念 

 平成 18 年 3 月に施行した国東市男女共同参画推進条例に定められている下記の 5 つの基本

理念を実現させるために本計画を策定します。 

（１）男女の人権の尊重 

男女の個人としての尊厳を重んじること、男女が性別による差別的取扱いを受けない

こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることなど男女の人権が尊重さ

れなければなりません。 

 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼし、男女共同参画の推進を阻害す

る要因となるおそれがあります。そのため、男女の社会における活動の選択に対して及

ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮しなければなりません。 

 

（３）政策、方針の立案及び決定への共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の

立案及び決定に共同して参画する機会が確保されなければなりません。 

 

（４）家庭生活における活動とその他の活動の両立 

家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に、子どもの養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

それ以外の活動ができるようにしなければなりません。 

 

（５）性と生殖に関する健康と権利の尊重 

男女が相互の身体の特徴について理解しあうことにより、性と生殖に関する健康と権

利をお互いに認め合えるようにしなければなりません。 

 

2 総合目標 

男女がお互いの人権を尊重し、性別にとらわれることなく、個性や能力を十分に発揮し、お

互いがともに支え合いながら、心豊かに暮らせる国東市を市民みんなの力で築くことを目指し

て総合目標を定めます。 

 

「お互いの人権を尊重し ともに築き支え合う 心豊かな国東市」 

～男女共同参画社会の実現～ 
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3 基本目標 

基本目標 1 人権尊重と男女共同参画に向けた意識改革   

日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、法律や制度が整備され、男女の人権が尊重され

てきていますが、依然として「男は仕事、女は家庭」という考え方などの固定的性別役割分担※５意識

が根強く残っていると考えられます。 

男女が対等なパートナーとして、職場、家庭、地域など社会のあらゆる場面で個性や能力が充分発揮

できるように、意識改革に努め、男女共同参画に関する知識を深め、定着させる取り組みが必要です。 

 

基本目標 2 男女が安心して暮らせる社会づくり 

 性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会を実

現するためには、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化など社会情勢の急速な変化に対応して、ともに

安心して暮らせる社会を築くことが必要です。 

心豊かに暮らしていくためには、男性も女性も生涯を通じた健康づくりの推進や女性特有の健康上の

問題についての配慮が必要です。 

また、女性に対する暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、被害を受けた女性の人生

に大きな影響を及ぼしています。暴力を許さない社会づくりに向けて取り組む必要があります。 

 

基本目標 3 男女がともに活躍できる環境整備 

男女共同参画社会は、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保されなければなりません。そのためには政策・方針決定過程への女性

の参画促進や男女の仕事と生活の調和が図られるよう家庭・地域・働く場等の環境整備が必要です。 

男女が社会の対等な構成員として、人権が尊重され、ともに助け合って心豊かに生活できる環境を整

え、社会全体で誰もが安心して暮らせることができるように、きめ細かいサービスや支援をする環境づ

くりが望まれます。 

 

 

4 計画の期間 

 この計画は平成 29 年度（2017 年度）から平成 33 年度（2021 年度）までの 5 年間とします。 

 

 

 

固定的性別役割分担意識※５ 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、男性、女性

という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。 
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5 計画の体系 

 

総合

目標 
基本目標 重点目標 施   策 

～
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
～ 

お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し 

と
も
に
築
き
支
え
合
う 

心
豊
か
な
国
東
市 

Ⅰ 

意
識
改
革 

 
 
 

共
同
参
画
に
向
け
た 

人
権
の
尊
重
と
男
女 

1 

男女共同参画の視点

に立った意識改革と

社会制度・慣行の見

直し 

① だれもがわかりやすい広報・啓発の推進 

② 
人権の尊重と家庭・職場・地域における社会制

度・慣行の見直し 

③ 男女共同参画にかかる調査の実施・情報収集・整備・提供 

2 
男女共同参画の視点に立

った教育・学習の推進 

① 男女平等を推進する教育・学習の充実 

② 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 

Ⅱ 

男
女
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り 

1 
生涯を通じた男女の

健康支援 

① 生涯を通じた男女の健康増進 

② 妊娠・出産等に関する支援 

③ 健康をおびやかす問題についての対策の推進 

2 

 

あらゆる暴力の根絶 

 

① 暴力を許さない社会づくり 

② 配偶者などからの暴力の防止及び被害者の保護 

③ 
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメン

トの防止対策 

④ 子どもに対する暴力の根絶に向けた対策の推進 

⑤ 
児童・生徒に対する性犯罪・ストーカー行為・売

買春への対策の推進 

⑥ メディアにおける性・暴力表現に対する啓発 

3 
様々な困難を抱える

方への支援 

① 高齢者・障がい者への支援 

② ひとり親家庭への支援 

Ⅲ 

男
女
が
と
も
に
活
躍
で
き
る
環
境
整
備 

1 
政策・方針決定過程

への女性の参画促進 

① 審議会・組織団体などへの女性の参画促進 

② 職場における役職・管理職への女性の登用促進 

③ 女性の人材育成と活用 

2 
男女の仕事と生活の

調和 

① 仕事と生活の調和の実現に向けた広報・啓発の推進 

② 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援 

③ 男性の育児・家事・介護等への参画の推進 

3 

雇用等の分野におけ

る男女共同参画の実

現 

① 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

② 非正規雇用における雇用環境の整備 

③ ポジティブ・アクションの推進 

④ 女性の再チャレンジ・スキルアップのための支援 

⑤ 多様な生き方、多様な能力の発揮を可能にするための支援 

4 

農林水産業・商工観

光等の自営業におけ

る男女共同参画の促

進 

① 意識改革と女性の社会参画拡大 

② 女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備 

③ 農山漁村の活性化 

5 
起業・創業に対する

支援の推進 
① 起業・創業への支援と起業後の成長支援 

6 

男女がともに支え合

う防災・災害復興対

策の推進 

① 男女がともに支え合う防災・災害復旧対策の推進 

    計画の推進に向けて 

① 庁内推進体制の充実 

② 国東市男女共同参画審議会との連携 

③ 市民・各種団体・企業などとの連携・協働 

④ 国・県・関係機関などとの連携・協働 

⑤ 市民の活動拠点の充実 
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第 3 章 施策の展開 
基本目標Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画に向けた意識改革 

重点目標 1 男女共同参画の視点に立った意識改革と社会制度・慣行の見直し   

現状と課題 

社会では、「女だから」「男だから」ということで、さまざまな場面で活動がさまたげられていること

があります。この根底には、「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識があります。こ

の固定的性別役割分担意識は時代と共に弱まってきていますが、職場・家庭・地域の中に未だに根強く

残っていると考えられます。 

本市の意識調査の結果では「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」と回答した人の割合

は、3.5％で前回の 5.5％に比べて若干減少しています。また「同感しない」と回答した人の割合は 66.7%

と、前回の 43.6%を大きく上回る結果となりました。 

男女の地位の平等意識では「子どもの教育の場」以外では「男女の地位が平等」と感じる人の割合が

低く、社会のあらゆる分野で固定的性別役割分担意識が残っていると言えます。 

このようなことから、男女共同参画に関する認識を深め、定着させるため、だれもがわかりやすい広

報や啓発活動を促進していくことが必要となります。 

また、社会制度や慣行は、男女共同参画の視点から見ると、男女の活動、とりわけ女性の活動に影響

を及ぼしていることがあります。男女の活動の多様な選択や能力の発揮につながるよう様々な社会制度

や慣行を見直すことが大切です。男女がお互いの人権を尊重し、責任も分かち合い、性別にとらわれず、

社会のあらゆる分野で個性や能力を発揮することができる社会づくりが求められています。 

男女共同参画社会を形成するためには、意識調査の実施や統計等の情報収集・整備・提供を行い、男

女の置かれている現状を把握することも必要です。 

 

○「男は仕事、女は家庭」という考え方について （市民意識調査） 

 

3.5% 

5.5% 

14.1% 

1.7% 

4.3% 

5.7% 

7.2% 

66.9% 

43.6% 

43.2% 

66.1% 

45.7% 

67.9% 

40.6% 

28.6% 

43.6% 

35.5% 

31.0% 

40.4% 

25.0% 

47.8% 

1.0% 

4.9% 

2.1% 

0.6% 

6.4% 

1.4% 

2.9% 

0.3% 

2.5% 

5.1% 

0.6% 

3.2% 

1.4% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成28年 

平成23年 

平成18年 

平成28年 

平成23年 

平成28年 

平成23年 

全
体

 
女
性

 
男
性

 

同感する 同感しない どちらともいえない わからない 無回答 

全 

体 

女 

性 

男 

性 
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○男女の地位の平等感 （市民意識調査） 

 

★「学校教育の場」、「法律や制度の上」以外の場では、いずれも「男性の方が非常に優遇」、「どちらか

といえば男性の方が優遇」を合わせた割合が 50%から 70%を占めています。 

 

 

10.2% 

12.3% 

11.1% 

7.4% 

1.9% 

1.2% 

19.7% 

22.1% 

9.2% 

4.9% 

20.0% 

25.8% 

11.1% 

9.2% 

47.9% 

43.6% 

50.5% 

44.2% 

10.8% 

9.2% 

48.3% 

38.7% 

32.4% 

22.1% 

55.2% 

42.3% 

58.4% 

46.0% 

29.5% 

23.9% 

20.0% 

20.2% 

57.1% 

52.1% 

15.6% 

12.3% 

31.4% 

34.4% 

11.1% 

8.0% 

12.4% 

16.6% 

3.5% 

5.5% 

5.7% 

4.3% 

2.9% 

3.7% 

1.8% 

6.0% 

8.0% 

0.6% 

2.5% 

3.5% 

4.9% 

1.0% 

0.6% 

0.6% 

0.3% 

0.6% 

0.6% 

4.4% 

6.7% 

7.6% 

13.5% 

21.3% 

22.7% 

12.1% 

16.0% 

15.9% 

20.2% 

9.5% 

12.9% 

11.1% 

13.5% 

3.5% 

7.4% 

4.4% 

10.4% 

5.7% 

11.0% 

4.4% 

9.2% 

4.4% 

10.4% 

3.5% 

8.6% 

3.5% 

9.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家庭生活（H28） 

家庭生活（H23) 

職場（H28) 

職場（H23) 

学校教育の場（H28) 

学校教育の場（H23） 

政治の場（H28) 

政治の場（H23） 

法律や制度の上（H28) 

法律や制度の上（H23） 

社会通念・習慣・しきたり（H28) 

社会通念・習慣・しきたり（H23） 

社会全体（H28） 

社会全体（H23） 

男性の方が非常に優遇 どちらかと言えば男性 平等 どちらかと言えば女性 

女性の方が非常に優遇 わからない 無回答 
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施策の方向   

施策 具体的な施策 担当課 

１ だれもがわかりや

すい広報・啓発の推

進 

 

 

 

 

 

 

２  人権の尊重と家

庭・職場・地域にお

ける社会制度・慣行

の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 男女共同参画にか

かる調査の実施・情

報収集・整備・提供 

①市報・ホームページ・ケーブルテレビ放送・区長文書

等により、広報・啓発に努めます。 

 

②情報発信の際には、性別に基づく固定観念にとらわれ

ない表現方法を取り入れるよう取り組みます。 

 

③女性団体等と連携し、「男女共同参画週間(毎年 6 月 23

日～6 月 29 日)」に街頭啓発キャンペーンを行います。 

 

①男女の人権尊重の意識を深めるため、地区人権学習会

や各種公民館講座を開催し、人権意識啓発を行いま

す。 

 

②男女の人権をテーマに学校・ＰＴＡ等で啓発します。 

 

 

③男女に中立的な社会制度を形成するため、税制、社会

保障制度、家庭法制等について情報提供を行います。 

 

 

④家庭・職場・地域等、社会の様々な場面において、固

定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 

 

 

①社会制度・慣行の見直しをするための意識調査を実施

します。 

 

②国や県内の情報の収集・提供を行います 

 

③男女共同参画を担う人材や団体の情報の収集・整備・

提供を行います。 

政策企画課 

社会教育課 

 

全課 

 

 

政策企画課 

 

 

社会教育課 

人権・同和対策課 

隣保館 

 

学校教育課 

 

税務課 

医療保健課 

高齢者支援課 

福祉課 

政策企画課 

 

総務課 

活力創生課 

政策企画課 

 

政策企画課 

 

 

政策企画課 

 

政策企画課 
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重点目標 2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

現状と課題 

男女共同参画社会を実現するためには、女性も男性も男女共同参画への正しい知識やお互いの個性や

意思を尊重しながら自立の意識を持つことが不可欠です。そのためには、職場・家庭・地域そして学校

などで、男女の人権尊重や男女平等の意識を育てる教育や学習が大きな役割を果たします。 

市民意識調査によると、男女の地位は平等であると感じている人の割合は、「学校教育の場」が 57.1％

で最も高い結果となっています。 

今後も学校教育において、男女平等の意識を高めるために、教育活動で、男女の視点に立って人権の

尊重、男女平等の意識を育てるための教育・学習の充実を図る必要があります。 

同時に、教育関係者への人権の尊重や男女共同参画の研修などで共通理解を図り、計画的、組織的、

継続的な指導を行うことが大切です。 

男女がともに、各人の生き方、能力、適性を考え、固定的性別役割分担意識にとらわれずに主体的に

進路を選択する能力・態度を身に付けるよう、男女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育※6 を推進

していく必要があります。 

男女が自分の個性に応じて自分らしい生き方ができ、社会の様々な分野に参画する能力を身につける

ことができるようにするためには、自分の生き方について多様な選択を可能とする教育・能力開発・学

習機会が、生涯にわたって確保されていることが重要です。 

 

○子どもに望む学歴（男の子）（市民意識調査 H28.7） 

 

 

○子どもに望む学歴（女の子） （市民意識調査 H28.7） 

 

 

キャリア教育※6 

望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせ、自己の適性などを理解し、主

体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育をいいます。 

21.3% 

21.3% 

21.4% 

10.2% 

12.1% 

7.9% 

6.3% 

5.7% 

7.1% 

41.9% 

44.3% 

38.6% 

15.6% 

13.8% 

17.9% 

4.8% 

2.9% 

7.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

全体 

女性 

男性 

高等学校 専門学校 短大・高専 大学以上 その他 無回答 

23.5% 

23.6% 

23.6% 

14.6% 

15.5% 

13.6% 

12.4% 

13.2% 

11.4% 

28.9% 

31.0% 

25.7% 

15.9% 

14.4% 

17.9% 

4.8% 

2.3% 

7.9% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

全体 

女性 

男性 

高等学校 専門学校 短大・高専 大学以上 その他 無回答 
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施策の方向   

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 男女平等を推進す

る教育・学習の充実 

 

 

 

 

２ 多様な選択を可能

にする教育・能力開

発・学習機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

①ジェンダーにとらわれずに自己決定できる子どもの育

成と協力し合う仲間づくりの養成を行います。 

 

②研修会・講演会へ教師や職員の積極的参加を行い、教育

関係者の資質向上に努めます。 

 

①男女共同参画や人権をテーマとする講演会・学習会・講

話等を開催します。 

 

 

②主体的に進路を選択する能力を身につけられるよう男

女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育を推進します。 

 

③職場体験を通し、多様な選択を可能にする教育に努めます。 

 

④協育ネットワークづくりを推進し、学校と地域が連携し

て教育を盛り上げます。 

学校教育課 

 

 

学校教育課 

 

 

社会教育課 

人権・同和対策課 

政策企画課 

 

学校教育課 

 

 

学校教育課 

 

学校教育課 
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基本目標Ⅱ 男女が安心して暮らせる社会づくり 

重点目標 1 生涯を通じた男女の健康支援 

現状と課題 

男女がともに助け合い、心豊かに暮らしていくことができる国東市を実現するためには、生涯を通じ

て男性も女性も心と体が健康であることが大切です。特に女性は、思春期、妊娠・出産期、子育て期、

更年期及び高齢期の各ライフステージに応じた健康づくりを図る必要があり、生涯を通じて男性と異な

る健康上の問題について配慮しなければなりません。調査結果では、全体的に、79.4％が健康診断を受

けている状況の中で、特に 20 歳代が 55.0％と少なく、若い年齢層に対して受診率の向上を図る必要が

あります。 

性に関する情報があふれる中で、性体験の低年齢化、妊娠中絶やエイズ・性感染症者が増加していま

す。しかし、調査結果より「性感染症やエイズの相談や検査が受けられることを知っていますか」とい

う問いで、32.4％の人が知らないという現状もあります。自分とパートナーのために正しい知識や予防

法などを身につけ、性に対して責任ある行動がとれるように、学校、家庭及び地域においても性と生殖

に関する健康の重要性を教える学習機会を提供するなどの取組みが必要です。相談者のプライバシーに

配慮する相談体制の充実も求められています。 

また、うつ病などの心の病が増加しており、メンタルヘルス、自殺予防など心の病を予防する対策の

充実も必要です。心の病について正しい知識の普及・啓発をするとともに、心の健康づくりを推進しま

す。 

 

○健康診査（特定健診）やがん健診を受けていますか？ （市民意識調査 H28.7） 

 

 

 

79.4% 

55.0% 

64.3% 

79.6% 

91.2% 

91.1% 

81.0% 

18.1% 

45.0% 

33.3% 

18.4% 

7.4% 

5.4% 

13.8% 

2.5% 

0.0% 

2.4% 

2.0% 

1.5% 

3.6% 

5.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体 

20～29歳 

30～39歳 

40～49歳 

50～59歳 

60～69歳 

70歳以上 

はい いいえ 無回答 
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○女性が生涯にわたり心身共に健康であるためにどのようなことが大事だと思いますか？ 

（市民意識調査 H28.7）  

 

★「思春期、妊娠、出産、更年期、老年期に合わせた健康づくりの推進」が 51.4％、「心身にわたる様々

な悩みに対応する相談体制の充実」が 42.9％、「受診機会の少ない女性が健康診断を受診できる環境づ

くり」が 38.1％となっています。 

 

○性感染症やエイズの相談や検査が受けられることを知っていますか？ （市民意識調査 H28.7） 

 

★「性感染症やエイズの相談や検査が受けられることを知っている」が 50％以上、20 歳代は 40.0％、

30 歳代は 31.0％の方が「知らない」と答えています。 

33.7% 

17.5% 

51.4% 

34.2% 
38.1% 

42.9% 

11.7% 

1.9% 

7.0% 
8.9% 

5.4% 

31.0% 

19.0% 

52.9% 

35.6% 

40.2% 
43.7% 

10.3% 

1.7% 

9.2% 

6.9% 

2.9% 

37.1% 

15.0% 

50.0% 

31.4% 
35.7% 

42.1% 

12.9% 

2.1% 
4.3% 

11.4% 
8.6% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

性
生
活
に
つ
い
て
主
体
的
・
総
合
的
に
判
断
で

き
る
力
を
持
つ 

妊
娠
・
出
産
・
避
妊
・
中
絶
に
関
す
る
情
報
の

提
供 

思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
、
更
年
期
、
老
年
期
に

合
わ
せ
た
健
康
づ
く
り
の
推
進 

学
校
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
健
康
の
視
点
に

立
っ
た
性
教
育
の
実
施 

受
診
機
会
の
少
な
い
女
性
が
健
康
診
断
を
受
診

で
き
る
環
境
づ
く
り 

心
身
に
わ
た
る
様
々
な
悩
み
に
対
応
す
る
相
談

体
制
の
充
実 

不
妊
に
関
す
る
悩
み
に
対
応
す
る
相
談
機
関
の

充
実 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全体 

女性 

男性 

で
き
る
力
を
持
つ 

性
生
活
に
つ
い
て
主
体
的
・
総
合
的
に
判
断 

56.5% 

52.5% 

54.8% 

61.2% 

61.8% 

57.1% 

51.7% 

32.4% 

40.0% 

31.0% 

30.6% 

32.4% 

30.4% 

31.0% 

11.1% 

7.5% 

14.3% 

8.2% 

5.9% 

12.5% 

17.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体 

20～29歳 

30～39歳 

40～49歳 

50～59歳 

60～69歳 

70歳以上 

はい いいえ 無回答 

妊
娠
・
出
産
・
中
絶
に
関
す
る
情
報
の
提
供 

に
合
わ
せ
た
健
康
づ
く
り
の
推
進 

思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
、
更
年
期
、
老
年
期 

診
で
き
る
環
境
づ
く
り 

受
診
機
会
の
少
な
い
女
性
が
健
康
診
断
を
受 

に
合
わ
せ
た
健
康
づ
く
り
の
推
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心
身
に
わ
た
る
様
々
な
悩
み
に
対
応
す
る
相 

の
充
実 

不
妊
に
関
す
る
悩
み
に
対
応
す
る
相
談
機
関 

に
立
っ
た
性
教
育
の
実
施 

学
校
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
健
康
の
視
点 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 
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施策の方向   

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 生涯を通じた男女

の健康増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 妊娠・出産等に関

する支援 

 

 

 

 

３ 健康をおびやかす

問題についての対策の

推進 

①特定健診や各種がん検診（女性特有の子宮頸がん、乳が

んを含む）の一層の推進と受診しやすい環境づくりに努

めます。 

 

②男女、世代を問わず、健康的な食生活習慣の確立や運動

習慣の普及等を推進します。 

 

③児童・生徒の段階から、一人ひとりが健全な食生活を実

現するための能力を養成する観点からの食育を推進し

ます。 

 

④学校教育における「体育」、「保健体育」の授業を通じて

心と身体の成長や性差の基礎知識が習得できるよう指

導します。 

 

①乳幼児健康診査・産後の母親のメンタルケアなど母子保

健活動を支援します。 

 

②妊婦健診の助成、不妊治療の助成などの経済的支援と妊

娠、出産等に関する情報提供を行います。 

 

①性感染症やエイズの拡大を防止するため、正しい知識の

普及を図るとともに人権に配慮した身近な場所で気軽

に相談できる環境づくりや情報提供に努めます。 

 

②思春期の心と身体の悩みごとの相談窓口を紹介するな

ど、学校と連携をして思春期の子どもの心身の健全な育

成を図ります。  

 

③命の大切さを感じてもらうため、中高生が乳幼児と接す

る機会を設けたり、講演を聴く機会を作ります。 

 

④医師や保健師、養護教諭による予防事業を実施します。 

 

⑤自殺予防・精神疾患について正しい知識の普及・啓発を

するとともに、心の健康づくりを推進します。  

市民健康課 

医療保健課 

 

 

市民健康課 
医療保健課 
社会教育課 

 

学校教育課 

 

 

 

学校教育課 

 

 

 

医療保健課 

 

 

医療保健課 

 

 

医療保健課 

 

 

 

学校教育課 

 

 

 

医療保健課 

 

 

学校教育課 

 

医療保健課 

福祉課 
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重点目標 2 あらゆる暴力の根絶 

現状と課題 

女性に対する暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、その背景には固定的性別役割分担

意識、経済力の格差、上下関係など男女が置かれている状況に根ざした社会的・構造的問題があります。 

配偶者などからの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝DV）※7 は家庭内の問題として表面化しに

くく、被害を公的機関や家族・友人に相談することをためらう傾向にあります。今回の意識調査でも暴

力を受けた人は「自分さえ我慢すれば」、「相談しても無駄だ」とのあきらめや不安から相談や通報をた

めらっています。また、暴力を受けた人の 72.6％が「どこ（だれ）にも相談をしていない」との結果が

出ており、まだ多くの被害者が一人で悩み、不安を抱えている実態があります。また、相談先が公的機

関ではなく、親戚や知人など身近な人に相談する傾向にあるようです。 

男性側からも、「長時間無視する」などの精神的・経済的な暴力を受けているという回答があります。 

配偶者などからの暴力を防止し被害者の保護を図るためには、継続して通報、相談、保護、自立支援

の体制を確立する必要があります。 

パワーハラスメント※8、セクシュアルハラスメント※9 は、男女の人権を侵害するだけでなく、長期

にわたって精神的に悩まされるなど生活に深刻な影響を及ぼします。 

しかし、ハラスメントを受けた側がその行為自体をハラスメントと認識していない場合もあります。 

権利・人権を侵害する場合もあるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは、職場や学校や

地域活動で防止に向けて取り組む必要があります。 

ストーカー行為、性犯罪、売買春は犯罪行為となる人権侵害です。売買春は性を商品化して売買を行

うものです。違法行為に対しては、法律に基づき厳正に対処するとともに、関係機関・団体との連携を

強化する必要があります。 

 近年インターネットなどの普及により、ポルノ画像等の違法・有害な情報が氾濫し、接触が容易にな

っており、児童ポルノ等の流通・閲覧が問題になっていることから、子どもに対する性的な暴力等の根

絶に向けた対策の推進も必要です。 

 若い世代の人たちが将来において暴力の加害者にも被害者にもならないよう、予防啓発が必要です。

暴力をなくす社会をつくるために、学校と家庭で人権問題や暴力を防止するための教育を実施し、また、

被害者保護のための支援策や関係機関相互の相談体制の連携強化を図ることが必要です。 

 

「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」内閣府 

女性の表情、こぶし、クロスさせた腕により、女性に対する 

暴力を断固として拒絶する強い意思を表しています。 

 

 

配偶者などからの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝DV）※7 

配偶者や恋人など親密な関係にある人からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす言動を言います。 

 

パワーハラスメント※8 

職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を

行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。うつ病などのメンタ

ルヘルス不調の原因となることもあります。 

 

セクシュアルハラスメント※9 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であり、

それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における

構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものです。 
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○DV をされたことがある方、打ち明けたり、相談しましたか？ （市民意識調査 H28.7） 

 

★相談した人は女性で 24.0%、男性で 13.5%となっています。相談しなかった理由は、「相談するほど

のことではないと思った」51.9%、「自分にも悪いところがあると思った」32.1%、「相談しても無駄だ

と思った」25.9%、「自分さえ我慢すれば、なんとかこのまま…」28.4%でした。女性は「恥ずかしくて

誰にも言えなかった」が男性に比べて 12.3%高い結果となりました。  

 

○相談しなかった理由 （市民意識調査 H28.7） 

 

20.3% 

24.0% 

13.5% 

72.6% 

69.3% 

78.4% 

7.1% 

6.7% 

8.1% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体 

女性 

男性 

相談した 相談しなかった 無回答 

9.9% 

14.8% 

25.9% 

6.2% 
4.9% 

28.4% 

9.9% 
8.6% 7.4% 

32.1% 

51.9% 

1.2% 0.0% 

7.7% 

19.2% 

30.8% 

9.6% 
5.8% 

32.7% 

15.4% 
13.5% 

11.5% 

32.7% 

50.0% 

1.9% 0.0% 

13.8% 

6.9% 

17.2% 

0.0% 
3.4% 

20.7% 

0.0% 0.0% 0.0% 

31.0% 

51.7% 

0.0% 

0.0% 

0.0%
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す
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施策の方向   

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 暴力を許さない社

会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配偶者などからの

暴力の防止及び被害

者の保護 

 

 

 

 

 

 

３ セクシュアルハラ

スメントやパワーハ

ラスメントの防止対

策 

 

４ 子どもに対する暴

力の根絶に向けた対

策の推進 

 

５ 児童・生徒に対す

る性犯罪・ストーカ

ー行為・売買春への

対策の推進 

 

６ メディアにおける

性・暴力表現に対す

る啓発 

①女性に対する暴力をなくす運動（期間は毎年 11 月 12 日

から 11 月 25 日まで）等、多様な機会を捉えて、広報・

啓発を行うとともに、女性に対する暴力の防止について

学習機会を提供します。 

 

②女性トイレに相談窓口カードの設置など、相談窓口の情

報提供を行います。 

 

③夫やパートナーからの暴力・職場でのセクシュアルハラ

スメント・パワーハラスメント・ストーカー行為・その

他の人権問題について相談窓口の情報提供を行います。 

 

①迅速な通報、安心して相談ができるよう関係機関との連

携を強化します。 

 

 

②被害者の多様な状況に応じた適切な支援ができるよう、

配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所・アイネス）

や警察等の関係機関、庁内関係課と連携して、被害者の

一時保護や社会復帰のための自立支援に努めます。 

 

①企業の事業主や労働者に対して、セクシュアルハラスメ

ントやパワーハラスメントは、人権侵害行為であるとい

う認識の浸透を図るため、学習機会の提供や意識啓発を

行います。 

 

①児童虐待の未然防止や早期発見ができる支援体制の整

備を促進するため、関係者の研修を実施する等、人材の

育成に努めます。 

 

①児童・生徒に対する性犯罪・ストーカー行為・売買春防

止に関する普及啓発を継続し、被害児童・生徒の相談支

援に努めます。 

 

 

①女性を性的に商品化したり暴力行為の対象としてメデ

ィアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の実現

を大きく阻害するものであるという観点から広報啓発

を行います。 

政策企画課 

 

 

 

 

政策企画課 

 

 

政策企画課 

 

 

 
市民健康課 
医療保健課 
福祉課 
地域包括支援センター 
政策企画課 
 

 

福祉課 

政策企画課 

 

 
 
 

活力創生課 

社会教育課 

政策企画課 

 

 

学校教育課 

福祉課 

 

 

学校教育課 

 

 

 

 

政策企画課 
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重点目標 3 様々な困難を抱える方への支援 

現状と課題 

男女共同参画社会の形成において、高齢者や障がい者（児）、ひとり親を含むすべての男女が、とも

にその意欲や能力に応じて、いきいきと安心して暮らせる社会づくりが必要です。 

 高齢化社会が進行するなか、豊かで活力ある国東市としていくためにも、高齢者の就労機会や活躍の

場の確保を図るとともに、高齢の方が安心して暮らせる介護環境の整備に努める必要があります。 

 また、障がい者（児）が安心して暮らせる環境の整備、自立に向けた就労支援や社会参画に向けた支

援が必要です。 

 ひとり親家庭は就業と家事・子育てを一人で担っているため、精神的にも肉体的にも負担が大きくな

っています。特に、経済面において、ひとり親家庭等を取り巻く状況は厳しいものとなっており、この

ことは、子どもの貧困問題に直接関わることです。自立して安定した生活を送ることができるよう、相

談業務を充実させ、経済的支援や生活支援を行います。  

 

施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 高齢者・障がい者

への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ひとり親家庭への

支援 

①高齢者が地域のなかでいきいきと活躍し、幅広く交流す

るための活動の場作りを推進します。 

 

②認知症高齢者やその家族が、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、認知症についての正しい知識の

普及や地域づくり、認知症の早期診断・早期対応のでき

る体制づくりを推進します。 

 

③高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を送るこ

とができるように在宅医療体制の強化や医療と介護の

連携を推進します。 

 

④障がいのある人の社会参加の促進と、障がいのある人に

対する理解を深めるための啓発活動を実施します。 

 

⑤地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、障害福

祉サービス等の拡充に努めます。 

 

①母子・父子自立支援員を配置し、生活や制度についての

相談や情報提供を行います。 

 

②ひとり親が子育てをしながら安心して働けるように、子

育て支援、生活支援、就業支援とともに、働きやすい職

場づくりのための啓発に取り組みます。 

高齢者支援課 

 

 

高齢者支援課 

 

 

 

 

高齢者支援課 

 

 

 

福祉課 

 

 

福祉課 

 

 

福祉課 

 

 

福祉課 

政策企画課 
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基本目標Ⅲ 男女がともに活躍できる環境の整備 

重点目標 1  政策・方針決定過程への女性の参画促進 

現状と課題 

だれもが住みやすい国東市にしていくためには、固定的な性別役割分担にとらわれることなく、政治

や職場、地域などあらゆる分野での政策・方針決定過程に性別を問わず参画することが求められます。 

しかし、政策や方針決定の場においての女性の比率は市の審議会等※１０では 27.6％、市議会議員は

5.6％、農業委員は 13.3％、区長においては 1.5％と極めて低い状況です。審議会など委員の構成につい

ても女性不在の審議会等があり、女性の意見が反映されにくい状況となっています。 

男性中心の考え方、固定的性別役割分担などの課題を見直して、女性の積極的な参画を推進する必要

があります。そして女性自身も社会における責任を自覚して、主体的に参画する意識を高めていくこと

が大切です。 

女性の活躍推進は、社会・経済の持続的成長のために不可欠であり、女性が責任ある立場で活躍する

ことは企業においても競争力の強化にもつながります。性別にとらわれることなく、リーダーとして相

応しい人を登用することは、男女の機会均等の観点からも当然のことと言えます。 

 

 

○市審議会等の女性委員の割合の推移 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

女性割合が 30%以上の 

審議会等の割合 
33.3% 38.5% 38.5% 41.2% 42.5% 

女性委員が 1 人もいない 

審議会等の割合 
20.5% 15.4% 12.8% 14.7% 14.6% 

 

○事業所の管理職数について （事業所意識調査 H28.7） 

 人数（人） 
合計（人） 

管理職に占める女

性割合（％） 男性 女性 

役員 72 26 98 26.5 

部長相当職 35 8 43 18.6 

課長相当職 79 15 94 16.0 

 

 

 

 

 

 

市の審議会等※10 

地方自治法第 202 条の 3 に基づく審議会等をいいます。 
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○女性管理職が少ない（3 割未満）、あるいは全くいない理由 （事業所意識調査 H28.7） 

 

★市内事業所の女性管理職割合は役員で 26.5%、部長相当職で 18.6%、課長相当職で 16.0%となりまし

た。女性管理職が少ない理由として「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない」が最も多く、

「女性従業員が少ない又はいない」が次に多くなっています。 

 

施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 審議会・組織団体

などへの女性の参画

促進 

 

 

 

２  職場における役

職・管理職への女性

登用促進 

 

３ 女性の人材育成と

活用 

 

 

①男女の意見をバランスよく市政に反映させるため、市の

審議会等において、女性委員のいない審議会をなくすこ

とを目指すとともに、女性が占める割合を当面３０％以

上にするよう、積極的に働きかけます。 

 

 

①性別にとらわれず、リーダーとしてふさわしい人を積極

的に登用するように働きかけます。 

 

 

①女性の社会参画を進めるために、女性団体の育成・活動

を支援します。また、県や関係機関と連携を取り、各種

セミナーなど学習機会や情報の提供をします。 

 

②女性人材に関する幅広い情報を収集し、育成した人材が

活動できるよう環境を整備します。 

政策企画課 

関係課 

 

 

 

 

総務課 

政策企画課 

 

 

社会教育課 

農政課 

政策企画課 

 

政策企画課 

 

47.6% 

14.3% 

14.3% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

33.3% 

19.0% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない 

女性が管理職になることを希望しない 

将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、 

役職に就くための在籍年数を満たしていない 

勤続年数が短く、管理職になるまでに退職してしまう 

男性従業員が女性管理職を希望しない 

顧客が女性管理職を嫌がる 

女性従業員が少ない又はいない 

その他 
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重点目標２ 男女の仕事と生活の調和 

現状と課題 

男女が互いに個性と能力を発揮し、一人ひとりが自立した家庭生活と職業人として生活していくこと

は、男女共同参画社会の基盤の一つとなります。これまでの家庭生活は、女性の役割が大きく、仕事に

就いていても子どもの病気や家庭の都合で休暇を取ったり、結婚・妊娠・出産・介護などで仕事をやめ

ざるを得ない状況があるなど、家庭と仕事の両立は女性にとって難しいのが実情です。男女がともに仕

事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発などについて、自らの希望する形でバランスを取りながら、

様々な活動が展開できる「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と家庭の調和）※11 が重要になっていま

す。 

一方、長時間労働は、男女ともに家事・育児・介護などへの参画を困難にするものであり、女性の活

躍の大きな障壁となるだけではなく、男性の生活の豊かさを奪うものでもあります。働きたい人が仕事

と、子育てや介護などの二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十分に発揮することができ

る職場づくりのためには、長時間労働の削減や、生産性を向上させる効率的な働き方への転換を図るこ

とが必要です。 

また育児・介護休業制度は、男女ともに取得できる取組みが必要です。意識調査では 90.5％の人が、

「男性も育児・介護休業を取るべき」と考えていますが、その中で「現実には取りづらい」と回答して

いる人が 70.5%います。 

現在、少子高齢化や核家族化など社会が多様に変化する中で、子育てに児童虐待や育児不安による心

の病気などのいろいろな問題が増加しています。決してそうしたことが起こらないように地域全体でこ

れからの時代を担う子どもたちを守り、安心して暮らせる環境を整えていくことが大切です。 

働き方の多様化や共働き世帯の増加等に対応するためには、ニーズに対応した保育サービスの確保や

充実を図る必要があります。また、核家族化が進行し、地域の繋がりが希薄化する中、子育て家庭が楽

しさや充実感をもって子育てできるためには、子育て支援サービスのさらなる充実が必要です。 

 

○男性も育児・介護休暇をとることができますが、このことについてあなたはどう思いますか？ 

 （市民意識調査 H28.7） 

 

 

 

ワ－ク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）※11 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望

するバランスで展開できる環境を整えることをいいます。 

20.0% 

20.7% 

19.3% 

70.5% 

70.7% 

70.0% 

2.5% 

1.1% 

4.3% 

1.6% 

2.3% 

0.7% 

5.4% 

5.2% 

5.7% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体 

女性 

男性 

積極的に取るべき 

取ることは賛成だが、現実には取りづらいと思う 

育児・介護は女性がするべきであり、男性が休暇を取る必要はない 

その他 

無回答 
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○男性が現実には育児・介護休業を取りづらい理由は何だと思いますか？ （市民意識調査 H28.7） 

 

★「賛成だが現実には取りづらい」が全体で 70.5％と高くなっています。また、「育児・介護は女性が

するべきで男性が休暇を取る必要なし」と考えている人が 2.5％（女性：1.1%、男性：4.3%）とわずか

ながらいます。「男性も育児休暇・介護休暇を積極的にとるべき」は 20.0%となっています。 

「賛成だが現実には取りづらい」理由としては、「仕事上周りの人に迷惑がかかる」が一番多く、「職

場に取りやすい雰囲気がない」、「男性が取ることについて社会全体の認識が十分にない」と続いていま

す。 

 

○市役所男性職員の育児休業取得率 

過去 5年間 
配偶者が妊娠・出産 

した人数 

左記のうち 

育児休業取得者数 
育児休業取得率 

男性（延人数） 45 人 1 人 2.2 ％ 

参考：市役所女性職員の育児休業取得率 100% 

 

○市内事業所の従業員の育児休業取得率 （事業所意識調査 H28.7） 

過去 5年間 妊娠・出産した人数 
左記のうち 

育児休業取得者数 
育児休業取得率 

女性（延人数） 170 人 165 人 97.1 ％ 

 

過去 5年間 
配偶者が妊娠・出産 

した人数 

左記のうち 

育児休業取得者数 
育児休業取得率 

男性（延人数） 360 人 5 人 1.4 ％ 

14.0% 

36.0% 

18.0% 

50.0% 

9.5% 

20.7% 

32.0% 

0.9% 
0.4% 

14.6% 

39.8% 

12.2% 

42.3% 

8.9% 

24.4% 

38.2% 

0.8% 0.8% 

13.3% 

31.6% 
25.5% 

59.2% 

9.2% 

16.3% 

24.5% 

1.0% 0.0% 
0.0%
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○働きながら育児や介護を行うために重要なこと （事業所意識調査 H28.7） 

 

★「職場（上司・同僚など）の理解」が 52.9%と最も高くなっています。次に「家族のサポートや家族

の意識改革」、「保育園等・社会のサポート体制の充実」、「行政の支援（両立支援体制整備に係る経費補

助）」が続いています。 

  

○夫婦の役割分担について （市民意識調査 H28.7） 

 

★性別で満足度をみると、女性は 44.8%、男性は 85.6%と 40.8 ポイントの差があります。また不満

足度をみると、男性は 5.2%、女性は 51.2%と、46 ポイントの差があります。 

 

23.5% 23.5% 

32.4% 
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45.4% 
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施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 仕事と生活の調和

の実現に向けた広

報・啓発の推進 

 

 

 

 

２ 多様なライフスタ

イルに対応した子育て

や介護の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  男性の育児・家

事・介護等への参画の

推進 

①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の広報

啓発や学習機会の提供に努めます。 

 

②企業や労働者に対し、長時間労働の抑制、縮減により労

働時間の改善や健康指導・相談など健康管理の体制整

備・メンタル対策について、普及・啓発に努めます。 

 

①従来の定型的保育に加え、延長保育・病児病後保育など

の多様な保育サービスの充実を図ります。また、関係機

関との連携を図りながら、放課後児童クラブ・子育て支

援センターの充実を図ります。 

 

②地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進め、

家族の負担軽減を図ります。また、支援を必要とする方

への各種相談業務を充実させます。 

 

③男性も女性も育児休業・介護休暇を取得しやすいよう啓

発に努めます。特に男性の育児休業取得を呼びかけます。 

 

 

④医療分野等において、仕事と子育て、生活を両立できる

環境を整備します。 

 

①男性が育児を主体的に行うことの意義や大切さについ

て、理解が深まるよう、啓発を行います。 

 

②保護者の家庭教育への主体的な参加を促します。特に父

親の参加を促すため、父親の PTA 活動や学校行事への

参加の重要性を啓発します。 

 

③介護を男女で共に担っていくため、家族介護教室を実施

します。 

政策企画課 

 

 

活力創生課 

総務課 

 

 

福祉課 

 

 

 

 

高齢者支援課 

 

 

 

総務課 

政策企画課 

 

 

市民病院 

 

 

福祉課 

 

 

学校教育課 

 

 

 

高齢者支援課 
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重点目標 3 雇用等の分野における男女共同参画の実現 

現状と課題 

近年、働き続ける女性が増えてきています。意識調査では、「結婚・出産にかかわらず職業を持ち続

けた方が良い」と考える人が 49.5％という結果になっています。男女が心身の健康を保ち、いきいきと

働き続けるためには、働く環境の整備が必要です。パートやアルバイトなど多様な働き方に対する労働

時間の見直しを行うとともに、女性が働くことに対して家族や周囲の理解を深めることも重要です。 

また、結婚や出産、子育て期に退職する女性が多いため、就業を継続できるような体制が求められて

います。市民意識調査によると、女性が職業を継続していくためには、「女性が働くことに対し、家族

や周囲の理解と協力」と回答した人が 79.7％で、最も高い割合となっており、パートナーである男性の

子育て・介護等への参画の実現が必要です。また事業主や労働者に対して、育児や介護をする人が働き

やすい職場環境の整備を働きかけることも必要です 

市民意識調査の結果、30.8％の人は「子どもができたら職業をやめ大きくなったら再び職業を持つ方

が良い」と考えており、家庭で育児などを担っていた女性の再就職への支援も必要です。 

男女雇用機会均等法※12 では性差別の禁止をうたっていますが、現実には固定的性別役割分担により

女性の職業の幅を狭くしています。男女雇用機会均等法の改正などの制度的な整備は進んでいるにも関

わらず、意識調査によると、17.6％の人が職場での男女の賃金格差や昇格の差を感じています。また事

業所意識調査では、女性は正規雇用者 67.0％、非正規雇用者 33.0％、男性は正規雇用者 91.0％、非正

規雇用者 9.0％であり、おのずと女性の収入が少なくなっています。男女労働者間の均等を確保するた

めには、男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指す事業所の自主的なかつ積極的な取り組み

である、ポジティブ・アクション※13 が不可欠です。経営者自らが、女性社員の活躍推進は経営課題で

あると認識を持ち、取り組むことが必要です。また、女性が働く場において能力を十分に発揮できるよ

う、情報提供や意識啓発を行うことも重要です。事業主や労働者に対しての啓発を推進し、男女雇用機

会均等法の周知徹底を図ることが必要になります。 

女性も研さんの場を活用し、研修会などへ積極的に参加し、能力や個性を発揮することが女性の活躍

推進へつながっていきます。 

 

 

男女雇用機会均等法※12 

（正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」） 

昭和 61 年 4 月施行。職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに、家庭と仕事が両立できるよ

う作られた法律。平成 9 年の全面改正を経て、平成 19 年に再改正。新しい改正点としては、表面上は

差別に見えない慣行や基準が、実際には一方の性に不利益となる「間接差別」の禁止、妊娠や出産など

を理由とする退職強要や職種・配置転換などの不利益な扱いの禁止、さらに女性だけなく、男性へのセ

クハラ防止対策を企業へ義務づける、などが挙げられます。これまでの、女性のみに焦点を当てた内容

ではなく、もっと広い意味で性差別を捉えているのが特徴です。 

 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）※13 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供すること。（男女共同参画社会基本法第２条第２号参照） 
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○女性が職業を持つことについて、あなたはどう思いますか？ （市民意識調査 H28.7） 

 

○女性が働き続けるためには、どのような支援や改善が必要だと思いますか？  

（市民意識調査 H28.7） 

 

★女性が働き続けるためには、「家族や周囲の理解と協力があること」が一番多く、79.7％となってい

ます。 

事業所意識調査では「結婚・出産・育児などライフスタイルの変化による影響が男性より大きい」が

50.0%と最も多くなっています。女性本人の状況や希望に応じた支援をすることが求められています。 
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○女性の活躍推進に取り組む上での課題 （事業所意識調査 H28.7） 

 

 

施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

 
１ 雇用の分野におけ
る男女の均等な機会
と待遇の確保 

 
 
 
 
２ 非正規雇用におけ
る雇用環境の整備 

 
 
 
 
３ ボジティブ・アク
ションの推進 

 
 
４ 女性の再チャレン
ジ・スキルアップの
ための支援 

 
 
５ 多様な生き方、多
様な能力の発揮を可
能にするための支援 

 
①男女共同参画審議会委員と連携し、企業に対し男女共同
参画・男女平等・男女の職域拡大について理解と協力を
求めます。 

 
②女性が職場でより能力や個性が発揮できる環境をつく
るための研修会などに講師を派遣します。 

 
①ハローワークと連携し、パ－ト労働者の相談を受け付けま
す。 
 
②職場における労働条件・賃金などの男女平等について市
内企業・事業所への啓発を行います。 

 
①男女雇用機会均等法について企業訪問を通じてポジテ
ィブ・アクション（積極的改善措置）の啓発に努め、職
場における男女の均等な機会と待遇の確保を図ります。 

 
①国及び県などの行政が発行する資格習得に関する情報
の提供を行い、再就職への支援を行うとともに、スキル
アップに繋がる、各種講座の開催や情報提供を行いま
す。 

 
①育児中の女性が参加しやすいように学習会などの開催
時に託児所を設けるように努めます。 
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重点目標４ 農林水産業・商工観光等の自営業における男女共同参画の促進 

現状と課題 

国東市は海・里・山の幸の豊かな資源に恵まれており、その資源を活用するためには、農林水産業・

商工観光等を活性化させる必要があります。そして、これらを支える自営業においては、女性が重要な

役割を果たしており、女性の能力と個性の発揮できる環境をさらに整える必要があります。しかし、対

等な経営パートナーとしての女性への評価はまだ不十分と言えます。 

女性が積極的に経営参画し、共同経営者としての意識や誇りを持って取り組むためには、就業条件や

環境の整備を進め、経営基盤の確立とステップアップを図ることが重要です。 

また、少子高齢化が進展するなか、第一次産業の担い手不足の問題もあります。農業においては、就

業人口は多いものの、その７８％が６０歳以上と高齢化しています。女性を含め、今後の農村地域の活

性化を担う人材の確保が求められます。 

グリーンツーリズム※14 などの実践に取り組む女性も多く、農山漁村の魅力を伝える多彩な担い手の

育成・確保も必要となっています。 

 

○国東市内の性別・年代別農業従事者数 （平成 22 年国勢調査より） 

 
 

グリーンツーリズム※14 

緑豊かな農山漁村地域においてその自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 

「農山漁村女性の日」（3 月 10 日）※15 

農林水産省では、農山漁村女性の役割を正しく認識し、適正な評価への気運を高め、女性の能力の一

層の活用を促進することを目的とし、農山漁村女性はじめ、広く社会に対して周知し、もって農山漁村

女性の社会参画を促進し、農山漁村女性の地位の向上と農林水産業・農山漁村の発展を図るため記念行

事を実施しています。「農山漁村女性の日」が 3 月 10 日と決められたのは、3 月上旬は農林漁業の作業

が比較的少ない時期であり、また、古くから女性の自主的な活動が行われ、女性が学習や話し合いをす

るために適切な時期であることなどによるものです。また、農山漁村女性の 3 つの能力（知恵・技・経

験）をトータル（全部で 10 割ということ）に発揮して欲しいという関係者の願いも込められています。 
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施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 意識改革と女性の

社会参画拡大 

 

 

 

 

 

 

２ 女性の経済的地位

の向上と就業条件・

環境の整備 

 

３ 農山漁村の活性化 

 

 

 

①農山漁村女性の役割を正しく認識し、適正な評価への気

運を高め、女性の能力の一層の活用を促進することを目

的とする「農山漁村女性の日」（3 月 10 日）※15 等の機

会を捉えて啓発活動、情報の提供に努めます。 

 

②国東市農漁村女性団体連絡協議会や商工会女性部など

の活動を支援します。 

 

①経営方針に加え、女性の経営上の位置づけ、就業条件・

環境を明記した家族経営協定※16 や夫婦による認定農

業者※17 の共同申請について普及・啓発を図ります。 

 

①就業や起業に必要な知識や能力、技術を習得するため、

各種講座の積極的な参加を推進します。 

 

②農山漁村における少子高齢化の進展に対応するため、女

性を含め、今後の農村地域の活性化を担う人材の確保を

推進します 

 

③女性の視点や感性を生かした能力発揮を促進するため、

交流の場の設定や、新たな商品開発や販路拡大に向けて

の取組を支援し、6次産業化や経営の多角化を推進します。 

 

 

④グリ－ンツ－リズム実践者の研修会などを支援します。 

 

⑤ＮＰＯ法人やグリーンツーリズム関係団体との協働に

より、農作業体験、農泊等のレベルアップに努めるとと

もに、観光、地域事業者と連携してツーリズムを一体的

に推進します。 

農政課 

 

 

 

 

農政課 

活力創生課 

 

農政課 

 

 

 

農政課 

林業水産課 

 

農政課 

 

 

 

農政課 

 

 

 

 

観光課 

 

観光課 

 

 

家族経営協定※16 

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営

を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し

合いに基づき、取り決めること。 

 

認定農業者※17 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定を受

けた者。 
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重点目標５ 起業・創業に対する支援の推進 

現状と課題 

男女共同参画白書（平成 27 年版）より、起業の動機を男女別に見ると、男女とも「自由に仕事がし

たかった」が最も多くなっています。その他では、女性の起業者は男性と比較して、「年齢や性別に関

係なく仕事がしたかった」、「趣味や特技を生かしたかった」等、動機や理由は様々ですが、女性の働き

方の選択肢の一つとして起業が定着し始めています。 

国東市においては急速かつ大幅な人口減少という厳しい現実に直面しています。地方から都市部への

人口流出は特に若年女性が顕著です。理由は様々ですが、女性職場の不足等が要因の一つとして挙げら

れます。 

起業した女性は、社員として女性を雇用する割合も高く、国東市のなかで女性の起業・創業が進み、

女性の活躍の場が創出されることで、女性がその地域に魅力を感じ、定住することにつながります。こ

の好循環を地域で創り出していくため、起業や創業に向けての支援や、必要な知識や能力、技術を習得

するための講座の紹介、女性起業家や女性起業グループ等の活動を支援し、市内における起業・創業を

支援します。 

 

施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 起業・創業への支

援と起業後の成長支

援 

①起業のためのミニセミナーやサロンを開催するなど、イ

ンキュベーション事業を実施します。 

 

②起業前、起業初期から事業の発展を目指す方まで、様々

な経営上の課題解決に向け、相談に応じ支援します。 

 

③女性起業家や女性起業グループ等の活動を支援し、多彩

な担い手の育成・確保に努めます。 

 

④行政が実施する創業促進支援制度について啓発します。 

 

⑤国東市創業支援計画に基づき、起業や商工業者の創業等

を支援団体と連携して支援します。 

活力創生課 

 

 

活力創生課 

 

 

活力創生課 

農政課 

 

活力創生課 

 

活力創生課 
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重点目標６ 男女がともに支え合う防災・災害復興対策の推進 

現状と課題 

過去の災害時には、支援する側に女性が少なく男女のニーズの違いを把握した予防、復旧・復興対策

等が行われなかったことなどの経験や、女性高齢者の被災が多いことから、男女共同参画の視点を取り

入れた防災関係の計画づくりなど災害・復興分野における女性の参画が必要です。 

また、被災現場においては、男女のニーズの違いに配慮した被災者の支援が必要とされることから自

主防災計画や各種対応マニュアル、避難所運営など、女性も参画し、女性の視点を盛り込んだ災害対応・

防災体制づくりを推進します。 

 

施策の方向 

施 策 具体的な施策 担当課 

１ 男女がともに支え

合う防災・災害復興

対策の推進 

①防災関係の計画づくりや施策に男女共同参画の視点を

取り入れます。 

 

②地域内の防災点検、防災訓練などを男女が協力して行

い、地域で一体となった防災体制づくりを推進します。 

 

③災害発生後の避難場所の開設や、避難場所の運営・管理

などにおいて、男女のニーズの違いに配慮するととも

に、女性の安全が保たれるようにします。 

総務課 

 

 

総務課 

消防本部 

 

総務課 

消防本部 
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第４章 計画の推進に向けて 
男女共同参画社会を実現するためには、市政全般にわたるさまざまな分野における施策に取り組むと

ともに、行政と市民等とのパートナーシップにより進めていくことが重要です。 

国東市の男女共同参画社会の実現にむけて、この計画が総合的にかつ効果的に実施されるように、推

進体制の整備と充実を図ります。 

 

１ 庁内推進体制の充実 

男女共同参画計画の諸施策を総合的に推進するために、市職員幹部で構成する「国東市男女共同参画

推進委員会」を設置します。計画の着実な推進を図るため、進捗管理を行い、計画に基づく施策を総合

的かつ効果的に推進します。 

 

２ 国東市男女共同参画審議会との連携 

市民の代表で構成する「国東市男女共同参画審議会」に、国東市男女共同参画計画の各種施策の実施

状況の報告を含め、広く意見や提言を求め、施策などへの反映を図ります。 

 

３ 市民・組織団体・企業などとの連携・協働 

国東市男女共同参画計画を推進していくために、市民・組織団体・企業などの協力を得ながら連携を

して、推進します。 

 

４ 国・県・関係機関などとの連携・協働 

国東市男女共同参画計画を推進していく中で、市の権限を越えるものについては、国・県・関係機関

などと協力し連携を図ります。 

 

５ 市民活動の充実 

男女共同参画社会を実現するため、市民が学習・交流及び相談のできる場づくりに努めます。 
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資料 

国東市男女共同参画推進条例 

平成 18 年 3 月 31 日 

条例第 29 号 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれている。 

しかしながら、現実には、女性に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害、性別に

よる固定的な役割分担意識やこれに基づく社会制度又は慣行が依然として存在しており、真の男女平等

の達成には多くの課題が残されている。 

こうした状況の中で、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化など社会経済情勢の急速な変化に対応し、

活力ある豊かな社会を築くためにも、社会のあらゆる分野で男女が対等にその個性と能力を十分に発揮

することができる環境づくりが必要である。 

ここに、私たち市民は、性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合

う男女共同参画社会の実現に向けた取組を力強く推進することを決意し、この条例を制定する。 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条―第 8 条) 

第 2 章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第 9 条―第 18 条) 

第 3 章 国東市男女共同参画審議会(第 19 条―第 22 条) 

第 4 章 雑則(第 23 条) 

附則 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総

合的かつ計画的に推進し、もって男女の平等を基礎とした男女共同参画社会を実現することを目的と

する。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動(以下この号において「性的な言

動」という。)により個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応に起因して当該

個人に不利益を与えることをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者及び配偶者であった者を含む。)間における暴力的行為(身体的又は精神的に苦痛を与える

行為をいう。以下同じ。) 

(5) 事業者 営利を目的とした事業を行う法人及び個人並びに公益法人その他社会のあらゆる分野に
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おいて経済活動又は社会活動を行う法人をいう。 

(平 24 条例 3・一部改正) 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同

参画の推進を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の

社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 

3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。 

4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

5 男女共同参画の推進は、男女が相互の身体の特徴について理解し合うことにより、性と生殖に関す

る健康と権利を互いに認め合えるようにすることを旨として、行われなければならない。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に

関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、県及び国と連携して取り組むものとする。 

3 市は、第 1 項に規定する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な体制を整備するととも

に、財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画の推進に努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に自ら積極的に取

り組み、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活に

おける活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備す

るよう努めなければならない。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 7 条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取

扱い、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力

的行為を行ってはならない。 

(平 24 条例 3・一部改正) 

(公衆に情報を表示する場合の配慮) 

第 8 条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラス
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メント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力的行為を助長し、又は是認する

表現を行わないよう努めなければならない。 

(平 24 条例 3・一部改正) 

 

第 2 章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(男女共同参画計画) 

第 9 条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、計画を策定するに当たっては、市民の意見を聴くとともに、国東市男女共同参画審議会に

諮問しなければならない。 

3 市長は、計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

4 前 2 項の規定は、計画の変更について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10 条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当た

っては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

(市民及び事業者の理解を深めるための措置) 

第 11 条 市は、広報活動を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

(教育及び学習の充実) 

第 12 条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において、男女共同参画の推進に関する教育

及び学習の充実に努めるものとする。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第 13 条 市は、家族を構成する男女が共に家庭生活における活動とその他の活動とを両立して行うこ

とができるように、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第 14 条 市は、法令等により設置された委員並びに委員会、審議会及びこれらに準ずるものの構成員

の選任に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努める

ものとする。 

2 市は、民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるように、

情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(相談の対応等) 

第 15 条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談に対応するものとし、その対応につい

ては、関係機関等と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(調査研究) 

第 16 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるものとす

る。 

(民間の団体に対する支援) 

第 17 条 市は、民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(年次報告等) 

第 18 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に

ついての報告書を作成し、これを公表するものとする。 
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第 3 章 国東市男女共同参画審議会 

(国東市男女共同参画審議会) 

第 19 条 次に掲げる事務を行うため、国東市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(1) 第 9 条に規定する計画の策定及び変更について調査審議すること。 

(2) 男女共同参画の推進に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて答申し、及び市長に建議す

ること。 

(組織及び委員等) 

第 20 条 審議会は、市長が任命する委員 12 人以内をもって組織する。 

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の 4 未満であってはならない。 

3 委員の任期は、2 年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

4 審議会に会長及び副会長各 1 人を置き、委員が互選する。 

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 21 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会

議は、市長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(庶務) 

第 22 条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。 

(平 20 条例 4・平 24 条例 2・平 25 条例 18・一部改正) 

 

第 4 章 雑則 

 

(委任) 

第 23 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年 3 月 31 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 3 月 21 日条例第 4 号) 

この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 23 日条例第 2 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 23 日条例第 3 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25 年 3 月 29 日条例第 18 号) 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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大分県男女共同参画推進条例 

 平成 14 年 3 月 29 日大分県条例第 23 号  

改正 平成 21 年 3 月 30 日大分県条例第 20 号  

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、県では、これまでの国際社会や国内の

動向を踏まえ、男女平等の実現に向けて、県民一体となって取り組んできたところである。 

しかしながら、現実には、女性に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害、性別に

よる固定的な役割分担意識やこれに基づく社会制度又は慣行が依然として存在しており、真の男女平等

の達成には多くの課題が残されている。 

こうした状況の中で、少子高齢化や国際化など社会経済情勢の急激な進展に対応し、活力ある豊かな

社会を築くためにも、社会のあらゆる分野で男女が対等にその個性と能力を遺憾なく発揮できる環境づ

くりが重要である。 

ここに、私たち県民は、性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合

う男女共同参画社会の実現を願い、大分の子供たちの未来のためにも、県、県民及び事業者が一体とな

って、男女共同参画社会の実現に向けた取組を力強く推進することを決意し、この条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、もって男女の平等を基礎とした男女共同参画社会を実現することを目的

とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント他の者を不快にさせる性的な言動(以下この号において「性的な言動」

という。)により個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応に起因して当該個

人に不利益を与えることをいう。 

四 ドメスティック・バイオレンス配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者及び配偶者であった者を含む。）間における暴力的行為(身体的又は精神的に苦痛を与える行

為をいう。以下同じ）をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同

参画の推進を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の



 

38 

社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 

3  男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。 

4  男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

5  男女共同参画の推進は、男女が相互の身体の特徴について理解し合うことにより、性と生殖に関す

る健康と権利を互いに認め合えるようにすることを旨として、行われなければならない。 

6  男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同

参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。 

(県の責務) 

第 4 条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に

関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

2  県は、男女共同参画の推進に当たり、県民、事業者、市町村及び国と連携して取り組むものとする。 

3  県は、第一項に規定する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な体制を整備するととも

に、財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

(県民の責務) 

第 5 条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画の推進に努めなければならない。 

2  県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に自ら積極的に取

り組み、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活に

おける活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備す

るよう努めなければならない。 

2  事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 7 条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取

扱い、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力

的行為を行ってはならない。 

(公衆に情報を表示する場合の配慮) 

第 8 条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラス

メント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力的行為を助長し、又は是認す

る表現を行わないよう努めなければならない。 

 

第 1 章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(男女共同参画計画) 

第 9 条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。 

2  男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
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一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めに必要な事項 

3  知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適

切な措置を講じなければならない。 

4  知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ、大分県男女共同参画審議会に

諮問しなければならない。 

5  知事は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

6  前 3 項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10 条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当た

っては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

(県民及び事業者の理解を深めるための措置) 

第 11 条 県は、広報活動等を通じて、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。 

(教育及び学習の充実) 

第 12 条 県は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において、男女共同参画の推進に関する教育

及び学習の充実に努めるものとする。 

(家庭生活における活動と他の活動の両立) 

第 13 条 県は、家族を構成する男女が共に家庭生活における活動とその他の活動とを両立して行うこ

とができるように、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第 14 条 県は、法令等により設置された委員並びに委員会、審議会及びこれらに準ずるものの構成員

の選任に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努める

ものとする。 

2  県は、市町村における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する

機会が確保されるように、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(県民等からの意見等の申出) 

第 15 条 知事は、県民及び事業者（以下「県民等」という。）から、男女共同参画の推進に必要と認め

られる意見等の申出があった場合は、適切な処理に努めるものとする。 

(調査研究) 

第 16 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるものとす

る。 

(市町村及び民間の団体に対する支援) 

第 17 条 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参

画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

(事業者の報告) 

第 18 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その事業活動における男女

共同参画の推進状況について報告を求めることができる。 

(年次報告等) 

第 19 条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に
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ついての報告書を作成し、これを公表するものとする。 

 

第 3 章 大分県男女共同参画審議会 

(大分県男女共同参画審議会) 

第 20 条 次に掲げる事務を行うため、大分県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

一 第 9 条第 4 項の規定により諮問された事項について調査審議すること。 

二 第 22 条第 1 項の規定による県民等からの申出を処理すること。 

三 男女共同参画の推進に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて答申し、及び知事に建議

すること。 

(組織及び委員) 

第 21 条 審議会は、知事が任命する委員 20 人以内をもって組織する。 

2  男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。 

3  委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4  委員は、再任されることができる。 

(審議会に対する苦情等の申出） 

第 22 条 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策に係る苦情又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進

を阻害する要因による人権侵害に係る相談を審議会に申し出ることができる。 

2  審議会は、前項の規定による苦情の申出があった場合は、必要に応じて、県の機関に対し、説明又

は県が保存する関係書類その他の記録の閲覧若しくはその写しの提出を求め、必要があると認めると

きは、当該機関に是正その他の措置をとるよう助言、指導、勧告等を行うものとする。 

3  審議会は、第一項の規定による相談の申出があった場合は、必要に応じて、関係者に対し、その協

力を得た上で説明又は関係書類その他の記録の閲覧若しくはその写しの提出を求め、必要があると認

めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うものとする。 

4  審議会は、前 2 項の規定により県民等からの申出を処理した場合は、当該申出に係る処理の経過及

び結果について、当該申出をした県民等に通知するものとする。 

(男女共同参画苦情処理委員) 

第 23 条 審議会に、前条第一項の規定による県民等からの申出に係る事項を専門的に調査させ、又は

処理させるため、男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。 

2  苦情処理委員は、規則で定める場合には、前条第 2 項から第 4 項までの規定にかかわらず、同条第

2 項から第４項までに規定する審議会の権限に属する事務を処理するものとする。この場合において、

必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。 

3  苦情処理委員は、前項の規定により県民等からの申出を処理した場合は、次の審議会の会議におい

て報告するものとする。 

 

第 4 章 雑則 

(委任) 

第 24 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則 

（施行期日） 

1  この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 15 条及び第 3 章の規定は、平成 14 年

6 月 1 日から施行する。 
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（経過措置） 

2  この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法(平成 11 年法律第 78 号)第 14 条第 1 項の規定に

より定められている男女共同参画計画は、第 9 条第 1 項の規定により策定された男女共同参画計画と

みなす。 

附則 

この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
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男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

改正 平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号 

同 11 年 12 月 22 日同第 160 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条－第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条－第２８条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第１章総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女
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の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
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男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定 

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と
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の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０

分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の
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者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。 

 

附則（平成１１年６月２３日法律第７８号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

 

附則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。（施行の日＝平成１３年

１月６日） 

一 略 

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条の規定公

布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を

定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号 

平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則（第 1 条・第 2 条） 

第 1 章の 2 基本方針及び都道府県基本計画等（第 2 条の 2・第 2 条の 3） 

第 2 章 配偶者暴力相談支援センター等（第 3 条―第 5 条） 

第 3 章 被害者の保護（第 6 条―第 9 条の 2） 

第 4 章 保護命令（第 10 条―第 22 条） 

第 5 章 雑則（第 23 条―第 28 条） 

第 5 章の 2 補則（第 28 条の 2） 

第 6 章 罰則（第 29 条・第 30 条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第 1 章 総則 

（定義） 

第 1 条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28 条の 2 において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。 

2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実

上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 2 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること
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を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第 1 章の 2 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第 2 条の 2 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関す

る基本的な方針（以下この条並びに次条第 1 項及び第 3 項において「基本方針」という。）を定めな

ければならない。 

2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第 1 項の都道府県基本計画及び同条第 3 項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（都道府県基本計画等） 

第 2 条の 3 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

3 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

5 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第 2 章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第 3 条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

2 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

3 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関
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を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第 5 条及び第 8 条の 3 において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこ

と。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第 4 章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 

4 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

5 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第 4 条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第 5 条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第 3 章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第 6 条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報するよう努めなければならない。 

2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

3 刑法（明治 40 年法律第 45 号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前 2

項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用

について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第7条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説

明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第 8 条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和 29

年法律第 162 号）、警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）その他の法令の定めるところによ

り、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な
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措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第 8 条の 2 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、そ

の申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第 8 条の 3 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第 9 条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第 9 条の 2 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第 4 章 保護命令 

（保護命令） 

第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下

この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者

からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。第 12 条第 1 項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者

である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第 18 条第 1 項において同じ。）に対し、次の各号に掲

げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者

及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して 2 月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去す
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ること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

2 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるも

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

3 第 1 項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第 12 条第 1 項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子

を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居し

ている子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める

ときは、第 1項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して 6 月を経過する日までの間、当該子の 

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学

校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳

以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

4 第 1 項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次

項並びに第 12 条第 1 項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴

な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第 1 項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺

につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。 

5 前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15 歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が 15 歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）が
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ある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第 11 条 前条第 1 項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

2 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第 12 条 第 10 条第 1 項から第 4 項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認め

るに足りる申立ての時における事情 

三 第 10 条第 3 項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第 10 条第 4 項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

2 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で

公証人法（明治 41 年法律第 53 号）第 58 条ノ 2 第 1 項の認証を受けたものを添付しなければならな 

い。 

（迅速な裁判） 

第 13 条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが

できない事情があるときは、この限りでない。 

2 申立書に第 12 条第 1 項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この

場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 
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3 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定によ

り書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

2 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

3 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

4 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第 12 条第 1 項第五号イから

ニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその

内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

5 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第 16 条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ず

るまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

4 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止

をも命じなければならない。 

5 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

6 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四

項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければな

らない。 

7 前条第 4 項の規定による通知がされている保護命令について、第 3 項若しくは第 4 項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

8 前条第 3 項の規定は、第 3 項及び第 4 項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第 17 条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第 10 条第 1 項第一号又は第 2 項から第 4 項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後におい

て、同条第 1 項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を

経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし
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た者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

2 前条第 6 項の規定は、第 10 条第 1 項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。 

3 第 15 条第 3 項及び前条第 7 項の規定は、前 2 項の場合について準用する。 

（第 10 条第 1 項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第 18条 第 10条第 1項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由

となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命

令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよ

うとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他

の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発

するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずる

と認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

2 前項の申立てをする場合における第 12 条の規定の適用については、同条第 1 項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第 18 条第 1 項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並

びに第 18 条第 1 項本文の事情」と、同条第 2 項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあ

るのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第 18 条第 1 項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19 条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することが

できる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第 20 条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に

勤務する法務事務官に第 12条第 2項（第 18条第 2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第 21 条この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第 22 条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

 

第 5 章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環

境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保

及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理
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解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第 24 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第 27 条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第 3 条第 3 項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 

二 第 3 条第 3 項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第 4 項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第 4 条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第 5 条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

2 市は、第 4 条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第 28 条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第 1 項の規定により支弁した費用のうち、

同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第 1 項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第 2 項の規定により支弁した費用 

 

第 5 章の 2 補則 

（この法律の準用） 

第 28 条の 2 第 2 条及び第 1 章の 2 から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28 条の 2 に規定する関係にある相手からの暴力」

と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第 2 条 被害者 被害者（第 28 条の 2 に規定する 

関係にある相手からの暴力を受

けた者をいう。以下同じ。） 
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第 6 条第 1 項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手

又は同上に規定する関係にある

相手であった者 

第 10 条第 1 項から第 4 項まで、

第 11 条第 2 項第二号、第 12 条

第 1 項第一号から第四号まで及

び第 18 条第 1 項 

配偶者 第28条の2に規定する関係にあ

る相手 

第 10 条第 1 項 離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合 

第28条の2の規定に関係を解消

した場合 

 

第 6 章 罰則 

 

第 29 条 保護命令（前条において読み替えて準用する第 10 条第 1 項から第 4 項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 第 12 条第 1 項（第 18 条第 2 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第 28 条

の 2 において読み替えて準用する第 12 条第 1 項（第 28 条の 2 において準用する第 18 条第 2 項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある

申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附則〔抄〕 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第 2 章、第 6 条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第 7 条、第 9 条（配偶者暴力相談支援センター

に係る部分に限る。）、第 27 条及び第 28 条の規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

第 2条 平成 14年 3月 31日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件

に関する第 12 条第 1 項第四号並びに第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定の適用については、これらの

規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第 3 条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成 16 年法律第 64 号〕 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第 10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定に

よる命令に関する事件については、なお従前の例による。 

2 旧法第 10 条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ
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る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第 10 条

第 1 項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場

合における新法第 18 条第 1 項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とす

る。 

（検討） 

第 3 条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成 19 年法律第 113 号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

 

附則〔平成 25 年法律第 72 号〕〔抄〕 

（施行期日） 

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条） 

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本

理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地

方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活に

おける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事

由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会

の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 
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（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定
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する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主

行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労

働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）

を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出る

よう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 
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（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」という。）

は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その

他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を

付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を

取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体

をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせ

ようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定

法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小

事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するもの

に限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承

認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の

三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の

四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用す
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る同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三

十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法

第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み

替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項

中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者

以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十二条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該

募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働

者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その

他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主

行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小

の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定

めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
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ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍

に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期

的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物

件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における

活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般

事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 
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（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解

を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女

性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条第

一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事

例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域におい

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、

関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連

携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

ついて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定

する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め

るところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 
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第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

た者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。 

 

附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条

を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日

から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密

については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 
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第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加える。 

二十の二十六女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

附則第二条第二項の表に次のように加える。 

平成三十八年三月三十一日 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活 

における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第五 

条第一項に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。 

 

理由 

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現するため、

女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業

主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活

躍を推進するための支援措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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国東市男女共同参画審議会委員 

 

 

 

（任期：平成 27 年 5 月 8 日～平成 29 年 5 月 7 日） 

氏 名 区 分 備 考 

吉 田 昇 子 一般 会長 

上 原 隆 生 農林水産関係 副会長 

鶴 山 恒 教 一般  

田 口 寛 敏 企業関係  

安 部 弥 生 商工会関係  

永 井 真智子 学校関係  

伊 美 哲 二 人権擁護委員  

徳 丸 由美子 女性団体関係  

岩 光 治 美 主任児童委員  

稙 田 和 彦 まちおこしグループ  

吉 田 眞津子 一般  

池 田 郁 子 一般  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 次国東市男女共同参画計画 

平成 29 年 3 月 発行 

 

問い合わせ先 

国東市政策企画課 男女共同参画係 

〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川 149 番地 

電話：０９７８－７２－５１６１ 

FAX：０９７８－７２－１８２２ 


